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は じめに

本稿のテーマは次の二点である.

第一は,地 方 自治 をいかに認識するのか とい

う方法にかかわる問題である。いうまでもなく

近代以前の地方 自治は,欧 州の中世 自治都市や

日本の村落共同体のように 「自治」や共同をそ

の本質としていた.だ が資本主義社会になると,

資本が都市形成 に決定的な役割 を担うようにな

り,従 来の国家(地 方自治体を含む)の 構造や

機能が変容 してい く.つ ま り都市 自治体は,資

本の本性である競争の影響 を受け,自 らも競争

的性格 を有するようになるのではないか,と い

うのが第一の論点である.

第二は,都 市の近代化,す なわち近代的都市

は,一 国内における市民革命や産業革命だけで

はなく,本 国と外国(植 民地 を含む)と の文明

や文化の交流(対 等でお互いの個性 を尊重す る

交流だけでな く,支 配 ・従属的交流 も含む)に

よってつ くられてい く.そ の意味で近代的都市

は,す ぐれて交流都市ではないか ということで

ある。

第一の問題を考察するために,ま ずアダム ・

ス ミスの市民社会論 と地方 自治論を手掛か りに

しよう。アダム ・ス ミスは,近 代市民社会を一

定の資質と徳性 を備 え,人 格をもった人間同士

の行動 と交流によって形成されると考えた.ス

ミスは,古 代 イタリーの奴隷労働が穀物の耕作

をどれだけ退廃 させたかを例に取 りつつ,「 あ

らゆる時代 におけるあ らゆる国民の経験 は,奴

隷によってなしとげられた仕事 というものは,

たとえその外観 はかれ らの生活維持の費用 しか

かか らぬ ように見えるにして も,結 局のところ

い ち ば ん 高 価 な も の だ,と い う こ と を証 明 して

い る」Dと 述 べ た.

このことか ら明 らかにようにス ミスは,奴 隷

状態を克服 し人格的 自立 と人権が確立され,一

人一人の個性 が尊重 されてこそ経済 も社 会も発

展しうると主張するのである。 スミスは,利 己

心を人間の本性 としつつ,自 分 自身を他 人の感

情に移入できる共感能力 と公平無視なる立場 を

もって自分 自身の行為 を判定する人間像 を,市

民社会の基盤 に置いたのである2}aそ して個入

を社会を構成する基本単位 として重視 した。個

人の市民的自由と経済的自由は,法 律などのよ

る 「正義の法則」の もとで,他 入との契約によ

って行使 されるべ きであることが強調 される`'

つまり人間は,競 争 と共同とい う本性を有する

矛盾 した存在であり,人 間社会 も競争 と共同の

両側面を有し,そ のバ ランスを欠 くと破綻する。

それゆえスミスは,利 己心に基づ き幸福 を追

求す る自由競争が,「 見え ざる手」 に導かれて

社会の発展に貢献す ると同時に,利 己心に基づ

く行動が,人 間の共感能力 によって自己規制さ

れ,競 争者によるフェアプレイの精神 によって

こそ達成 される,と いう理論を内在 させた.つ

まり利己心による行動 は,フ ェァプレイの精神

とその精神を体現 した法や共同体的制度 という

枠組みのもとでこそ公共的な利益 を生むのであ

る.

だか らこそスミスは,Fの ような商業社会 を

具現化 していた18世 紀後半の北アメリカのタウ

ンシップを高 く評価 したのである.タ ウンシッ

プにおける小土地所有者である独立自営農民や

商工業者は,ピ ュー リタン精神のもと,規 律 と

節約 を旨とした勤勉,賢 明 さによって,市 場経
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済の担い手 となる.経 済的 に自立 した農民は,

「自分の小 さい土地のすみずみ まで知 りつ くし

てお り,小 財産が 自然にか きたてる愛着心,耕

作す るばか りでな くかざ りたてることも楽 しみ

にする」の資質 をも成長させ,コ ミニテイに支

えられた地域文化 をもつ くっていたのである.

さらにタウンシップは,自 治的な都市団体が

中心 となって公会堂や教会 をもち,「 警察,教

育,交 通,福 祉,会 計,納 税などの公務 を担 う

行政委員 を毎年,共 同体の住民大会(タ ウン ・

ミーティング)で 選出し,市 民 として地域の政

治 を担 っていた」5}.以 上の ようにス ミスによ

れば,市 民の自立は競争 におけるフェアプレイ

の精神 と,「正義の法則」を具体化 した法律や,

タウンシップな どの共同体的制度など自立を支

援す るシステムのもとで可能 となる.そ の意味

で ここでは,近 代以前のタウンシップにみ られ

るような地方 自治 を 「自治共同型地方 自治」 と

呼んでおこう.以 上 のようにス ミスが提起 した

競争(効 率)と 共同(公 正)の 関係は,本 稿で

問題 とす る地方 自治や都市論 と深 く関係 してい

る.そ のことを以下で検討する.

神野直彦は,現 代社会 を競争=経 済システム

(市場),共 同=社 会システム(家 族,コ ミュニ

ティ),強 制=政 治システム(政 府 と地方 自治

体)と して把握 し,地 方 自治の意識をつ ぎの よ

うな文脈の中で位置づけた.す なわち 「経済シ

ステムの競争原理,経 済 システムを支配する利

己主義の攻撃によって貧困,失 業,疾 病,老 齢

におちいれば,社 会システム(家 族,コ ミュニ

ティ)が 救済 しなければならない.だ が市場 シ

ステム領域が拡大 してい くと,家 族やコ ミュニ

ティ機能 も脆弱化する.そ れゆえ教育,衛 生,

福祉 など社会 システムが供給 していた財やサー

ビスは,政 治 システムとくに地方 自治体によっ

て供給 されねばならない.」6)神野によれば地方

自治体は,家 族や コミュニティなど社会 システ

ムの代替的機能を有すべ き団体,す なわち私の

提起する 「自治共同型地方自治」 と位置づけ ら

れる.

だが少 なくとも日本の地方 自治体を歴史的に

位置づけてみた場合,地 方 自治体は資本主義化,

都市化 とともに,官 僚的で競争的な性格 を側面

を有 していくのではないか.と くに大都市自治

体は,共 同より競争的な要素が強いのではない

か.戦 前の地方自治 における競争は,西 欧文明

へのキャッチアップをとげようとする中央 と,

中央 における文明の分配 を要求する地方の利益

欲求を起動力 としている.そ してこの競争的領

域 を担ったのが官僚テクノクラー トではなかっ

たか.

現在の日本の地方 自治 も,多 国籍企業の国際

競争力強化 とい う目的の もと,「 分権的」体裁

をとりつつ 「競争型地方 自治」へ と改革が進め

られている.神 野は,地 方自治を家族や地域 コ

ミュニテ ィのオルタナテ ィブとして位置づけ,

税源の地方 自治体への移譲を提起す るり.だ が

これでは実際の地方 自治の 「競争的性格」が無

視 され,実 践的には移譲 された財源が共同体再

生のため よりも,多 国籍企業などの競争力強化

を優先 して使用 され る危険性を有 している。そ

れゆえ地方自治体改革は,税 財源の地方委譲だ

けでなく,競 争 を規制 し福祉 と環境そ して文化

を重視 した自立的地域経済と地方自治を形成す

べ く,情 報公開,住 民参加,住 民の共同的意思

決定 システムの構築によってテクノクラー ト主

義からの転換が求められている.

第二の都市が都市間の交流によって形成 され

るという論点を検討 しよう.都 市は,ヨ ーロッ

パの中世にみ られるように都市間の交流によっ

て形成されて きた.だ が近代的都市は,高 度の

技術によって装備 された港湾,海 運,鉄 道,空

港などのインフラス トラクチュアと資本間競争

によって媒介されて交流 し成長 したところに特

徴が見出される8).

近代的都市は,国 内の鉄道や港湾,都 市計画

(道路,公 園)な どイ ン7ラ ス トラクチュア整

備による市場 開発 と,植 民地など国外における

それ らとの相互交流の過程 のなかで発展 した.

この過程 を媒介 したのが官僚 テクノクラー トで

ある.彼 らは,戦 前,西 洋の先端技術な どの文

明を輸入 し,近 代的都市計画 ・都市経営を台湾
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や朝鮮,満 洲などの植民地で実験 し,そ の成果

を本国の都市 に移入することで近代 的都市を形

成 してい く.さ らに満洲 の植民地都市計画のテ

クノクラー トは,戦 後の高度経済成長の受け皿

となる都市成長に重要な役割 を果たす.た とえ

ば戦後の都市史のなかで最 も高い評価を受けた

といわれる神戸市の都市計画や都市経営 を担っ

たひとたちが,戦 前満洲の都市計画で活躍 した

テクノクラー トであったことか らも明 らかであ

ろう,

戦後,テ クノクラー トによるインフラス トラ

クチュァ整備は,資 本蓄積を優先 したため輸出

に偏重 し歪んだ国民経済の構造 と,都 市の過密

と地方の過疎な ど国土構造のア ンバ ランスや環

境破壊をともなった。そ して輸出主導の 日本経

済は,ア メリカの異常 ともいえる消費社会の欲

望を満たすために,ア メリカなどか ら先端技術

を導入 しなが ら,長 時間過密労働の犠牲による

低 コス トの良質商品を輸出することで成長した

のであった.

都市は,ア メリカの異常 な消費社会 と,日 本

におけるア ンバ ランスな国民経済 ・国土構造と

の相互関係 と,そ れ らを媒介 したテクノクラー

トなどの交流のなかで位置づけて分析 しなけれ

ば,そ の本質は解明 されないであろう.さ らに

現在の多国籍企業段階においては,途 上国の社

会や都市 との関係 をも視野にいれなければなら

ない。

以上の ように本稿の目的は,地 方 自治や近代

的都市を都市テクノクラー トと競争や交流のな

かで位置づけることで,地 方自治や都市研究 を

新 しい方 向に発展 させる ことを 目的 と してい

る.

1.地 方 自治の歴史

現代の地方自治は,明 治維新,戦 後改革に次

ぐ 「第3の 改革」の時期にあたるといわれる9).

明治維新時の第1期 は,自 由民権運動 など下

か らの動 きがあった とはいえ,外 圧 と植民地化

の危機意識のもと,国 家官僚 による上か ら市制

町村 制 と自然村 の行 政村 へ の編 成替 え な ど

(1889年)が 強力に推進 され,近 代 国民国家 と

資本主義経済の基盤 を形成する時期である.日

本政府は,官 治的 「地方自治」 という枠組みの

もと,国 内のそれぞれの地域 において文明の分

配を要求する地域間,地 方 自治体間の開発競争

を組織することで,富 国強兵 ・殖産興業 と西洋

文明への急速なキャッチアップを推進した。

その意味で戦前の 「地方 自治」は制度 として

は,「 強力な中央集権的支配と非民主主義 とい

う反自治的 な奇形的な体質」㈲をもつ官治型の

「地方 自治」であったが,実 際の運営では競争

的側面を有する 「地方 自治」であったのではな

いか.「 地方 自治」 は,制 度 と実際の運営 との

相互関係の分析 なくして解明されない.

戦後改革時の第2期 は,人 権,民 主主義,平

和を求める国民 と連合国による日本の統治構造

の改革により,憲 法や地方 自治法(1947年)が

制定 された.だ がその後,占 領改革の変更(朝

鮮戦争,講 和条約締結以後の逆 コース)な どに

より,町 村合併促進法(1953年),自 治体警察

や教育委員公選制の廃止などにより,大 都市化

と重化学工業化を中心 とする高度経済成長のた

めの法 ・制度を整備 された時期である。

この時期の地方 自治 は,ア メリカに政治的,

経済的,文 化的に従属 しつつ,ア メリカ的生活

様式 をめ ざし輸出主導の経済成長 を推進すべ

く,ナ ショナル ・ミニマムと中央政府への補助

金に依存 した地域問,地 方 自治体問の開発競争

が組織された中央集権的 「地方 自治」であった―

高度成長期の新産業都市,列 島改造 による拠点

開発,リ ゾー トなど画一的で金太郎飴的な開発

が進められたのである.

第3期 における地方 自治の改革は,端 的に言

ってアメリカ主導 の 「グローバ リゼー ション」

の流れの中で多国籍企業の国際競争力強化 とい

う目的の一環に位置づけられる.い ままでのキ

ャッチ アップ型の中央集権的 「地方自治」 を,

民営化 ・規制緩和 ・分権化(事 務,権 限の委譲

と市町村合併 による広域行政)な ど市場主義改

革によって,「 競争型地方自治」へ転換 し,多
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国籍企業の利益 を重視 した地域 間競争 と 「効率

性」 を優先 した地方 自治 システムを形成するこ

とにある.

たとえば経済財政諮問会議 「構造改革 と経済

財政の中期展望について」(2002年1月,そ の

後閣議決定)の 報告は,政 府の 「構造改革基本

方針」(骨 太の方針)を 基礎に して,2002年 度

か ら5年 間で達成する 日本経済の方向を示 し,

「競争型地方 自治」 を強調 している.報 告は,

活力ある経済社会 を実現するため,高 コス ト構

造の是正,投 資の高収益率,産 業の国際競争力

を強化を目指 した規制改革,制 度改革 と,そ の

一環 として簡素で効率的な政府 と 「競争型地方

自治」を求めている.そ こでは,地 方自治体は,

自らの選択 とみずか らの判断で使 える財源を中

心 とした 『自助 と自律」精神 と 『知恵と工夫の

競争による活性化』を推進すべ きであると強調

されている.そ して 「市町村合併の推進等地方

の行財政構造改革 を推進することなどにより,

知恵 と工夫で地域の多様な資源を活か し,地 域

の魅力,個 性 を発揮す るこ とが可能 となる.」

つ まり報告は,地 方 自治体が 自助努力 によって

民営化や規制緩和な ど競争型の地方自治を推進

することで,活 力ある経済社会を実現すること

を目指しているのである―

他方,地 域 や市 民の側 か ら地方 自治を 「持

続 ・発達型」へ と改革 しようとする内発的な取

り組 みも生 まれている.「 持続 ・発達型地方 自

治」 とは,労 働時間短縮や福祉 ・医療 ・教育 ・

の充実 と,農 業や地場産業,中 小企業の振興な

どによる人間発達 と,再 生エネルギーの開発や

リサイクル,環 境 と調和する都市計画など持続

可能な社会 ・経済 ・環境 システムを統一 した概

念である.つ まり 「持続 ・発達型地方 自治」 と

は,労 働時間の短縮や地方自治の拡充 ・強化な

どによって,地 域の環境保全のみならず,地 域

経済と雇用の確保 ・充実,市 民福祉水準の向上,

これらを通 じた個人の 自立 と発達を保障 しよう

とする試みである―労働時問や教育,福 祉水準

が,人 間発達の重要 な指標 とすれば,労 働時間

の短縮や教育による学習機会の増大,福 祉水準

と環境保全政策の進展 とは,表1の ようにパラ

レルな関係 にある.環 境保全の重要な指標であ

る再生エネルギーの割合は,労 働時間が短 く教

育,福 祉水準の高いスウェーデ ン,デ ンマーク

の方が労働時間の長い日本やアメリカ,カ ナダ

よりも何倍 も高いのである.

ス ウェーデ ン,デ ンマークなどの諸国は,労

働時間短縮 による生活時問の増大や教育,福 祉

水準の向上 に よる人権意識の高 ま り,市 民や

NPO,NGOな ど地方 自治体への政策形成へ の

参加や対話,学 習機会の増大 によって環境政策

をすすめている.そ の結果,欧 州の先進都市で

は,風 力発電や太陽光発電など再生可能エネル

ギーの開発や,自 動車から公共交通や自転車 を

優先 した交通政策な ど持続可能な発展が推進 さ

れている.日 本でも,全 国各地でくりひろげら

れている原子力発電建設や大型公共事業に対す

る住民投票の取 り組みや,地 域の環境や景観,

地場産業振興,農 村 と都市の消費者 をむすぶ産

直システムなど,ま ちづ くりや地域おこしが実

践 されている.だ が長い労働時間や低い福祉水

準そ して中央集権的な国家官僚 システムなど障

害 も根強 く問題を有 している.し たがって現在

は,こ の二つの地方自治の潮流がせめぎあって

いる時期でもあるω.

一56一



「競争 型地方 自治」 と都市 テクノ クラー ト

表1労 働時間,教 育 ・福祉水準と再生エネルギー

労 働 時 間

日本2120

ア メ リカ1900

カ ナ ダ1880

ア ン マ ー ク1690

ス ウ ェ ー デ ン1590

公的教育支出

の対GNP比%

6

4

9

8

0

3

5

(b

7

8

社会保障給付費

の対GDP比%

11,1

1L7

17.4

27.5

33.6

再生 エネルギーの一次 エ

ネルギー中に占め る割合O/o

L2

3.2

4.4

8.1

16.7

注 労働時間は,1982年 におけるフルタイム ・肉体労働者の年間労働時間。出所は,藤 本武 『国

際 比 較 日本 の 労 働 者 一 賃 金 ・労 働 時 間 と労 働 組 合 一 』 新 日本 出 版 社,1990年,48ペ ー ジ,

0ECD未 公 表 資 料TravailetEmploiMars1986.NO23.p23

公的教育支出の対GNP比 は1994年 度におけるもので,出 所 は国際連合統計局 「国際連合 ・世

界統計年鑑』1998年,原 書房である。社会保障給付費の対GDP比 は1989年 度の もので,出 所は

総務省統計局統計研修所編 『世界の統計 ・2002年 度版』2002年 。社会保障給付費は,医 療 と現

金 と医療以外の現物(公 的扶助,社 会福祉などの現物給付)の 合計である.

再生エネルギーの一次エネルギーに占める割合 は1995年 度の もので,自 然条件に規定 される

水力 と地熱 を除 く太陽,風 力,バ イオマス,廃 棄物などの合計である.出 所は,中 村太和 『自

然エネルギー戦略一エネルギー自給圏の形成 と自治 』 自治体研究社,2001年,98ペ ージ,総

合エネルギー調査会新エ ネルギー部会資料 「海外の新エネルギー導入の現状 と政策動向」

2。 地方 自治論

重森暁は,森 恭彦,池 上惇の地方 自治論をふ

まえつつ,以 下のように地方自治を古典的地方

自治,近 代的地方 自治,現 代的地方 自治の三つ

の分析的概念に整理 した.古 典的地方 自治とは,

中世 に起源を持ち,封 建制社会から資本制社会

への移行期において,絶 対主義的中央集権国家

への対抗物(な いし補完物)と して存在する地

方 自治であって,主 として財産の共同所有と管

理や寄付金的性格 を持った租税などに財政的基

盤をおき,地 主や小資本家によって担われ,ご

く限られた地方的業務を遂行するものである.

近代的地方 自治 とは,資 本主義の発展に伴 う

古典的地方 自治の衰退のうえに登場 して くるも

のであって,一 応公選の議員や公務員制度とい

う形式を持 ち(現 実には自治体行政 を私物化す

ア ノr、粘 のJF'ワsっ 綿 月月 ～・'P_デ 害 西」 赦 ゆっ ス'〉.ゐ §気)ノ
Kt;X.vノ ノ」、ノ、 、'1嵐1ヲgVL小 丁ノ9入 口bL-aレ!or)L…LIJ

多かったが),租 税収入 を財政的基盤 と し,資

本主義の発展がもたらす新 しい行政需要にこた

えようとするものである。

これに対 して現代的地方自治とは,現 代の国

家独占資本主義的中央集権 国家のもとで,そ れ

に対抗する一つの改革理念,運 動 として発展 し

てくるものであって,租 税 と地方財政調整制度

および公有産業に財政的基盤をおき,選 挙 され

た首長や議員お よび新 しいタイプの公務員労働

者によって担 われ,全 国的民主主義制度 に支 え

られつつ国民 の生存権 と発達権 を保障す るため

の諸業務 を遂行 しようとす るものである」抑.

重森は,以 上の地方自治の概念規定が,「 各国

の地方 自治の普遍性 と特殊性お よび発展段階 を
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解 明 す る う え で の 有 効 性 を 持 つ こ と は ま ち が い

ない 」13)と主 張 す る.

マックス ・ウェーバーは,中 世都市(古 典的

自治)と 近代国家(近 代的地方 自治)の 関係 を

「古典古代の都市 の基礎 の上には,近 代資本主

義も近代国家も成長 しなかった.こ れに反 して,

中世における都市の発展は,な るほど近代資本

主義 と近代国家 との唯一決定的な前段階ではな

かったし,い わんや この両者の担い手であった

わけではもちろんないが,し か し,こ の両者の

成立のための決定的な因子 として,無 視 しえな

い重要性 をもっている.」'4}と指摘 したが,重 森

の地方 自治の三分類 も,イ ギ リスなど西欧資本

主義の発展に伴 う地方 自治の概念 といえる.問

題は,重 森 も言及 されているように遅れて資本

主義の発展を とげた 日本における地方 自治が,

いかなる構造と特質を有 しているかである.

3.日 本 にお ける地 方 自治

いうまで もな く日本における近代化は,国 際

的圧力による植民地化の危機の もとで,西 欧に

急速にキャッチアップすることを国是としてお

こなわれた.そ のため,上 から統一国家の形成

と資本の本源的蓄積 を強行 しなければならず,

末端 の行政村 に至 るまでの官僚制支配の貫徹

と,軽 工業及び巨大軍需工業 を機軸とする産業

革命が推進された.こ れら一連の近代化の過程

で明治地方 自治制度は重要な役割 を果たす.

丸山真男は,町 村制 を基礎 とす る地方自治制

が,近 代天皇制国家の官僚機構 と底辺の村落共

同体 とを結びつ ける装置 として機能した点に,

急速な近代化推進において重要な役割 を果たし

たことをみた.と 同時に明治地方 自治制 は 「戦

争 とファシズムへ と導いた近代天皇制国家の支

配=統 合体制お よびイデオ ロギー押 の基盤で

もあった.

つまり明治維新後 「条約改正を有力なモチー

フとする制度的 『近代化』は社会的バ リケー ド

(ヨーロッパ にみ られたような自治都市,特 権

ギル ド,貴 族的伝統)の 抵抗が少なかっただけ

に,国 家機構をはじめ とする社会各分野にほと

ん ど無人の野を行 くように進展 した.た だし絶

対主義的集中が,… 権力 トップ ・レヴェルにお

いて[多 頭一身の怪物コを現出したことに対応

して,社 会的平準化 も,最 底辺において村落共

同体の前にたちどまった.む しろその両極の中

間地帯 におけるスピーデ ィーな 〔近代化〕は制

度的に もイデオロギー的にもこの頂点 と底辺の

両極における 〔前近代性〕の温存 と利用によっ

て可能 となったのである.そ の際底辺の共同体

的構造 を維持 したままこれを天皇制官僚機構 に

リンクさせる機能を法的に可能にしたのが山県

の推進 した地方[自 治制]で あ り,そ の社会的

媒介 となったのが この共同体 を基礎 とする地

主=名 望家支配であ り,意 識的にその結合をイ

デオロギー化 したのが,い わゆる[家 族国家]

観にほかならない.」16)

軍隊 を装備 した近代 的な統一国家の形成 と,

軽工業や重化学工業などの産業発展 を急速にお

こなうには,そ のリーダーシップを担 う官僚や

技術者だけでな く,義 務教育を受けた多 くの国

民を必要 とした.こ の義務教育を担 ったのが地

方財政であったため,そ の負担を軽減するため

にも市制町村制が公布 される1888年 に町村合併

が強行 される.こ の市制町村制にみる明治地方

自治制の構造的特質は,

第一に地方自治の非民主的=官 治的性格(市

町村 にたいする内務大臣および府県知事の強力

な監督権,府 県知事 は内務大臣の任命 による内

務官僚など)

第二 に,地 方公共事務への住民参加の階層性

(名望家地方自治),(地 主=有 力者支配,市 長村

議会の選挙 ・被選挙権は地租あるいは国税2円

以上の納税者に限る―全国人口の10%.府 県会

議員は,そ の地域内の郡 と市の議員から選出さ

れる.被 選挙権は国税10円 以上の納税者に限る)

第 三 に,新 町 村(行 政 村)の 創 設 と 旧 村 落

(自然 村)の 維 持 で あ っ た'7).

一方 ,島 恭彦は,戦 前の 日本経済の地域構造

を 「少数の大陸進出お よび貿易の拠点,金 融,

工業の中心地への経済力の集中と,そ の他の広
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大な後進地帯」の著 しい地域的不均等をはらん

でいるものとして特徴づけた]8).こ の地域的不

均等発展 は,「 戦前期,と くに1910年 代か ら30

年代にかけて,非 農家所得は農家所得を常に大

幅に上回るなど,都 市 ・農村 間所得格差が拡大

した」 こと,「 さ らに都市内 も財閥系企業 を中

心 とした大企業 と中小企業 との賃金格差 が拡

大」 したことで裏付 けられている.表2の ジニ

係数 の受動にみ られるように格差構造が,「 当

時の社会や政治の不安定化を招 き,大 正デモク

ラシーの崩壊や,軍 国主義の台頭」へ とつなが

っていった19).

丸山真男が,日 本の近代化が天皇制 と伝統的

村落共同体を温存利用 しつつ,上 か ら強力に推

進された とみたのに対 し,島 恭彦は地域的集積

と外延的膨張 という資本の運動が,国 内市場 と

国外市場の両方をふまえ不均等に発展 したとこ

ろに日本の近代化(資 本主義 ・帝国主義)の 特

徴を見出 した。他方,大 石嘉一郎は,丸 山真男

の見解は底辺 とされる村落が主 として 「情緒的

な入間結合態」 としてのみ とらえられ,地 域住

民が近代天皇制国家の支配=統 合政策である国

家的地方公共政策 とか らみあい,せ めぎあいな

が ら,地 域的公共関係を自治的に処理す る 「地

方自治」 を成長させてきたかを見ないと批判す

る20}。しか し問題 は,地 域住民の 「市民的公共

化」の一定の成長に もかかわらず,な ぜ国民が

戦争 とファシズムを受容 していったのか とい う

ことである。

表2ジ ニ係数の長期変動(南 亮進 「『市場の

失 敗 』 補 う 政 府 を 」 日 本 経 済 新 聞

G997・11・21)

O.6

0.5

OA

ジニ係数の長期変動

寺崎康博氏による推計

R・ワダ氏による推計i

O.3

1890年1900i9101920193019401950196019ア0198019902000

この点で重要 な示唆 を投げかけているのが

「開発主義」 という概念である.村 上泰亮 は,

後発国(後 発 の資本主義国)が,急 速な産業化

(一人当た り生産ない し所得の持続 的成長)に

よって先進国(先 進資本主義国)に 追いつ くこ

とを目的 とした政治 ・経済システムを 「開発主

義」 として把握する.す なわち 「開発主義」 と

は,近 代 的官僚制 に担 われた国家が産業政策

(産業化 を達成するための体系的な政策)を 実

施するために,長 期的視点か ら市場に介入する

システムである.「 開発主義」は,産 業化 を重

視した急速なキャッチアップ政策を採用す るた

め,市 民や労働者の政治的自由や議会制民主主

義を制約する開発独裁的な政治システムをとも

ないがちである21).

しか し開発主義は,「 資本主義初期の段 階か

ら展開される植民政策の中にその萌芽がみられ

る」22〕か ら,本 稿では,本 国の 「産業化」 と国

外の植民地政策 との相互関係,「 交流」の視点

で近代的都市形成を論 じる。 とくに本国 と植民

地都市 におけるインフラス トラクチュア整備 を

おこない,両 者 を媒介 したのが官僚テクノクラ

ー トであった。それゆえ官僚テクノクラー トが,

近代的都市形成において重要な役割を果たした

ことを検証する.

第一に,い わゆる 「産業化」は,近 代的国家

官僚制 による上から一方的に強制 された とだけ

みるのではなく,先 進地域(中 央)の 文明の分

配にあずか りたいとする地域 の利益欲求(そ の

担い手は主に名望家=地 主,官 僚,資 本家)に

よっても進められたのではないか.と くに大都

市では文明の分配要求 というだけでなく,大 都

市間競争 というかたちをとって,文 明の先端地

域 になろうとする近代的都市が形成されたので

はないか.

第二に,こ の近代的都市は,官 僚テクノクラ

ー トを媒介 として西洋の先端技術などの文明を

輸入 し,近 代的都市計画 ・都市経営を台湾や朝

鮮,満 洲 などの植民地で実験 し,そ の成果を本

国の都市 に移入するなどして形成されたのでは

ないか。つ まり近代 的都市は,国 内の鉄道や港
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湾,都 市計画などインフラ整備による市場開発

と,植 民地など国外 におけるそれ らとの相互交

流の過程のなかで発展 したのではないか.

末廣昭によれば 「開発主義」は,「 個人や家

族あるいは地域社会ではなく,国 家や民族の利

害を最優先 させ,国 の特定 目標,具 体的には工

業化を通 じた経済成長による国力の強化を実現

するために,物 的人的資源の集中的動員 と管理

を行 う方法」23)とされる.確 かに 「明治期以来

の中央集権型行政 システムが,限 られた資源 を

中央に集中 し,こ れを部門間 ・地域間に重点的

に配分 して効率的に活用することに適合 した側

面 をもち,当 時は後発国であったわが国の急速

な近代化 と経済発展に寄与 した」24)のも事実で

ある.し か しその場合,国 家 と地方との役割は

どのように分担されていたのかが問題となる.

大石嘉一郎は,日 清戦争後の国家経営を 「軍

備拡張,製 鉄所建設,鉄 道電信(お よび外国航

路)の 拡張は国家財政の課題 とし,一 般的農工

殖産 とその産業基盤の育成は,金 融 と地方財政

に分担せ しめようとするものであった」25〕と把

握 した.

地方財政に押 しつ けられた分担課題は,有 泉

貞夫によれば,経 済,文 化の発展に取 り残され

まい とす る鉄道誘致運動や,子 弟を国家の学校

体系 に適合させ立身出世のために中学校増設要

求 を行 うなど,競 争で優位に立 とうとする地方

の利益欲求を機動力 として遂行 された,と 分析

する.こ のような利益欲求 は,「 県民全体の負

担増大 を招 いて も局地利益 を実現 させ る方向

に」26)府県会議員を動か した と把握 した.確 か

に1892年 に公布 された鉄道敷設法は,政 府がみ

ずからの手で鉄道網 を実現 してい く方針 をあ き

らかにしたが,こ の動 きに対 し各地方の地主 ・

ブルジ ョアジーは経済的効果に敏感に反応 し,

官設鉄道の誘致運動に狂奔 したのである27).

しか し誘致運動は,鉄 道を媒介 とした地域間

格差の激化 をともなった.す なわち 「鉄道は,

明治以降の資本主義化の牽引車,社 会資本の代

表,近 代化の象徴であ り,殖 産興業 ・富国強兵

政策の土台であった.日 清 ・日露戦争後の1906

年時点の鉄 道建設 は,太 平洋ベ ル ト地帯 の東

京 ・名古屋 ・大阪それに北九州で,私 鉄などを

含めた鉄道 ネッ トワー クが形成 されていたが,

新潟,富 山,福 井,島 根などは地元の建設運動

にもかかわらず,十 分な整備がなされず近代化

に取 り残 されいわゆる 「裏 日本」 という後進地

域の レッテルをはられる.」28〕

このように日本資本主義 は,地 域格差構造を

内包 しつつ発展する.そ れゆえ国内の後進地域

は,よ り遅れた地域すなわち国外の植民地 を形

成す るこ とで脱却 をはかろ うとするのである.

すなわち 日本帝国主義の大陸侵略は,日 本の近

代化か ら取 り残 された 「裏 日本」地域の人々の

脱出 という願望を組織することを通 じて貫徹 し

てい く.「 昭和2年 『朝鮮及満豪 に於 ける北陸

道人史』によれば 『裏 日本が,今 や露国 との通

商,朝 鮮及満豪の開発に侯って,日 本海の活用

を以て表 日本たるべ き時運に逢着 し,北 陸地方

の文化 は漸 くにして往昔 に甦生せん として居

る』と,対 外進出による表 日本化を主張 してい

る.北 陸人は 『新領土の朝鮮統治の分子』 とな

ることによって,『 久 しく他県士か ら裏 日本の

田舎者視 されて居た軽侮の念 を一掃せ しむ』と

訴える.」29〕

以上のように後進地帯の地方において,最 先

端の文明の恩典にあずか りたいとする利益欲求

が湧き出て くるが,大 都市において も都市間競

争 というかたちをともないつつ進行する.持 田

信樹は,有 泉の 「地方の利益欲求」の指摘を受

けて,「 『文明の分配』要求が 『地方』」か らだ

けでな く,「都市 においてす らも 『大都市 間競

争』 という形で現れる」 と主張する.そ して日

本における近代都市財政の成立の契機 を,「 明

治維新の衝撃で都市が衰退するなかで,政 治的

統合 と文明開化への編入が大都市の切実な欲求

とな り,市 営事業をめ ぐる横並びの競争が起 き

た」事実 に注 目し,こ の 「都市間競争」 を背景

に,「 都市 自治体」が 「市場経済原理の包摂」

により,「 準公共財」 を提供する 「公共的事業

体」 としての性格をもつ に至ると説明する.す

なわち,日 本の近代都市の性格を大都市間競争
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の な か で 形 成 さ れ,公 共 団体 とい う よ り も,む

しろ公 共 的 事 業 体 と もい うべ き性 格 を も って い

た と分 析 す る30).

しか し本稿 は,日 本の都市 とくに大都市にお

ける 「利益欲求」実現の過程は,市 営事業だけ

でな く近代的都市計画や港湾開発など都市間競

争に優位にたつべ く,中 央集権国家の政策を積

極的かつ先導的に推進 し,テ クノクラー トの輩

出と都市官僚 システムが形成 される側面をあわ

せている点 を問題としている.な ぜなら大石嘉

一郎が問題 とした近代化における 「市民的公共

化」の課題 は,先 進地域の文明の分配にあずか

ろうとする地方の利益欲求や大都市問競争そし

てテクノクラー トの役割 との関連で把握されね

ばな らないか らである.さ らに現代的な視点か

らいえば,テ クノクラー ト主義や都市官僚シス

テムは,人 権や民主主義 を確立 し環境問題など

を解決す るうえで避けてとおれない課題だか ら

である。

尋.テ ク ノク ラー ト主 義 と神戸 型都 市

経営

広原盛明は,小 野清美や大嶽秀夫,梶 田孝道

などのテクノクラー ト論 を評価 しそれ らをふま

えてテクノクラー ト論 を展開 した.現 代テクノ

クラー トは,法 令や規則 どお りに業務を執行す

る専 門官僚や単 なる技術 者ではな く,む しろ

「社会操作のための政策決定や権力的権能を有

し,個 別資本の無政府的活動 を抑制 しつつ,合

理的 ・科学行政によって政治運動や社会運動が

生み出す政治対立やイデオロギー対立を 『超克』

するという論理に依拠 しつつ,産 業構造全体の

高度化 を図ろうとする 『近代化主義』である」.

そ して 「資本活動 に一見否定的な立場をとりな

が らも,一 方では近代社会 と民主主義政治に対

抗することによって,他 方では労働運動 との階

級的連携を拒 むことによって,そ の実は資本活

動の近代化 ・高度化 ・独 占化 を推進 した」3')と

指摘する.

その意味で後藤新平 は,日 本 における最も卓

越 した官僚テクノクラー トであろう.後 藤 は,

西洋医学 を学び内務官僚 として衛生制度を 口本

に樹立 し,台 湾総督府民政長官や初代満鉄総裁

として植民地経営を発展 させた.三 度鉄道院総

裁 となって国鉄の発展 を築 き,東 京市長として,

また関東大震災後の内務大臣 として巨大なヴィ

ジョンの都市計画 をえがいたのである32}.

後藤は,西 洋か ら 「衛生制度,鉄 道,都 市 な

どの大規模 な文明の施設 を日本に輸入 し,ま た

台湾や満洲に建設することで,後 藤は他の追随

を許さなかった.そ のように日本を文明化す る

ことが,武 力で卓越 した り経済力を蓄えた りす

る以上に,日 本が国際社会で有力な地位 を占め

る所以であり,ま た植民地をそのように文明化

することが,日 本が世界文明の一員たる所以で

あ り,日 本の使命であると」捌 と信 じたのであ

る,

後藤が植民地で実践 した経営思想は,「 文装

的武備論」であった.彼 によれば,行 政の秘訣

は 「入問の弱点 に乗ず る」 ことであ り,「 王道

の旗を以て覇術を行ふ」 ことである.鉄 道や石

炭採取などによって経済発展 を図るとともに,

都市計画に基づいて教育,衛 生,道 路などを整

備して近代的都市 をつ くる.そ してその巨大 な

都市 という装置で威信を示す ことにより,植 民

地住民を支配 しようとしたのである3・t'.

後藤は,台 湾民政長官時代 に台北等における

都市整備 を,満 洲付属地では大規模 な都市計画

を手懸けた.植 民地で開発された先端技術やノ

ーハウを生かして都市計画法(1919年)や 東京

市長在任期 における 『東京市政要綱」 の立案,

第二次山本内閣の内相兼帝都復興院総裁 として

の復興計画 をたてるのである.復 興は,欧 米 の

都市計画手法の導入をテ コとしてお こなわれ,

それ を通 じて近代的都市形成がすすみ全 国的に

展開 してい く35).

さらに満洲の都市計画は,日 本のプラ ンナー

に再度,機 会 を与える.「1936年,『 満洲 国』政

府は都市計画法を制定 し,新 京,奉 天,吉 林,

上海,大 同などに震災復興で育成 された 日本の

都市計画技術者 を派遣 し,衛 星都市,近 隣住 区
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等を実現 した.さ らに,戦 後の戦災復興にあた

っては,帝 都復興院に擬 した戦災復興院が創設

され,そ こには再び満洲都市計画プランナーが

参画 した.高 度成長期の新産業都市の建設,東

京オ リンピック(1964年)の 施設関係の中心技

術者 もまた満洲都市計画の出身であった.自 然

災害 と植民地における先導的試行を,近 代 日本

における都市形成の一特質と捉えうる.押

震災時に後藤新平の復興大都市計画で,大 き

な役割を果たしたのが直木倫太郎である.直 木

倫太郎 は,東 京帝国大学土木工学科 を卒業 し,

東京市土木課長,河 港課長を経た後,大 阪市関

一助役のもとで港湾 ・都市計画部長 ,そ ののち

大震災時の後藤東京市長 の もとで技監 をつ と

め,満 洲国土木局長 など歴任する.こ の満洲国

土木局長直木倫太郎の もとで,第 二工務処所長

として都市計画 ・建築統制 と河川維持 を担当し

たのが,神 戸型都市経営の原型 をつ くった元神

戸市長の原口忠次郎(京 都大学工学部卒)で あ

った.

「技術 は,実 際の仕事 を通 して発展するもの

で,ま た技術の伝播 は,書 物 ・文献だけではな

かなか進 まず,む しろ人の動 き(仕 事の場の移

動,赴 任)に よって進んでい く.ま た仕事を通

して,弟 子が養成され,技 術者の群が形成され

ていく」37)この ように植民地型の都市計画のノー

ハ ウは,後 藤新平か ら直木倫太郎そ して原口患

次郎へ と継承 されていったといえるであろう.

植民地や大震災後で実践 された都市計画 ・都

市経営は,戦 前の戦後神戸市の都市計画や都市

経営 に大 きな影響を与えたため,現 代の開発主

義 を担 う官僚制は戦前 との連続性を もってい

る.と 同時に,戦 後の憲法 ・地方自治や農地改

革,財 閥解体,労 働組合法など都市 との断絶の

側面を有 していることも無視できない。た とえ

ば1951年 の港湾法施行によって,神 戸市長が港

湾管理権 を取得 し,民 主的港湾行政を行いする

条件が整備されたことである.そ してこの断絶

面 との戦後の高度経済成長が,神 戸型都市経営

の条件でもあった.憲 法や地方 自治法で保障さ

れた一定の 自治権(財 政権)と 地価上昇のもと

でこそ,都 市計画 ・都市経営が展開 しえたから

である.

とはいえ,連 続面 として重要な点は,戦 時期

においては戦争遂行 という目的のために,土 地,

水,労 働力などあらゆる資源 を総動員すること

であったが,戦 後は経済成長 という目的のため

に,あ らゆる資源 を総動員する体制であったと

いう共通点をもっていることである.神 戸市の

都市経営 も,都 市の成長のために六甲山と大阪

湾な ど地域固有の資源や労働力,そ して 「市民

参加」の名で市長 をも動員 し,「効率的」 なシ

ステムを形成 したのである38)。

5.神 戸 型 都 市経 営 とテ ク ノク ラー ト

主義

(1)コ ルビュジェの都市思想と神戸型都市経営

か つ て神 戸 市 は,元 神 戸 市 長宮 崎 辰雄

(1969-1989年 在任)が,「 今の神戸市政は 日

本で最 も高い行政だ と確信する」 と自負 したよ

うに,戦 後 日本の都市史のなかで最 も高い評価

を受けた自治体であった39・).

評価 された主な理 由は,都 市テクノクラー ト

が都市間競争に優i位に立つべ く,自 治体デベロ

ッパー,起 債主義,外 郭団体,基 金などを活用

し,国 か ら相対的に 「自立」 した 「分権的」な

行財政運営を展開 したことにあった.

とくに1973年 のオイルショック以降,大 都市

圏の多 くの自治体が財政危機にみまわれたのに

対 し,神 戸市は逆に1975年 から実質収支 を黒字

に転換 させ,ポ ー トアイラン ドの建設,ポ ー ト

ピア博覧会な ど各種のイベン トを成功させ,独

自の経営システムを開拓 していった.神 戸型都

市経営の特徴 は,神 戸市の官僚テクノクラー ト

が,開 発成長型の都市政策を都市経営的(企 業

経営の手法の導入)に おこなったことにある.

神戸型都市経営の背景 となる都市思想は,都

市 ・建築テクノクラー トであるコルビュジェの

思想に典型的にみ られる効率的な大都市づ くり

である.そ れゆえ戦後神戸市の都市づ くりを担
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った原口忠次郎や宮崎辰雄 も,コ ルビュジェの

思想 を評価 し町村合併 による大都市化 と行財政

能力の向上を評価 したのである.以 下検討 しよ

う.

日本における官僚テクノクラー トの草分け的

存在が後藤新平であったとすれば,20世 紀の世

界の都市計画 に影響を与えたのがコルビュジェ

であろう.彼 は,ハ ワー ドの 「田園都市」 を批

評 して 「これか らなすべ き改革は,水 平な庭 園

都市の代 わ りに,垂 直 な田園都市を建てること

であろうe」40〕として次のような都市計画 を構想

する。人が生 きてい くために必要な 「太陽,空

間,緑 」41)の都市 を,都 心 と郊外に用途純化 し,

その間を自動車高速道路や地下鉄な ど水平的交

通で連結する.そ して都心 は,エ レベーターな

ど垂直的交通 による高層建築物(行 政機関や博

物館,大 学 など)や 大公園 をつ くるなど機能

的 ・効率的な都市 を構想 したのである。

そ れ は,石 油 と鋼 鉄,ガ ラ ス,鉄 筋 コ ン ク リ

ー トを素 材 と して 成 り立 つ
,自 動 車,高 速 道 路,

高 層 建 築 物 な どで 構 成 さ れ る 都 市 で も あ っ た 。

「鋼 鉄 と,ガ ラ ス と,鉄 筋 コ ン ク リー トの 時 代

・健 築上 の 業 績 は
,都 市 と国 との 生 命 を表 す も

の」42)だか らで あ る。 彼 は,「 摩 天 楼 の 内 部構 成

は,事 務 活 動 で な け れ ば 負 担 で きな い よ う な費

用 の か か る恐 るべ き交 通 方 式 と構 成 を示 す 。 ま

さに 空 中 駅 と も い うべ き交 通 手 段 を利 用 す る こ

とは,家 庭 生 活 に 適 さ な い で あ ろ う.」43}と述 べ,

高 層 建 築 に よ っ て 誰 か ら も干 渉,拘 束 さ れ な い

プ ラ イバ シ ー 空 間 を設 計 し よ う と した.し か し

そ れ は,生 活 と コ ミニ テ イ の 場 と して の 都 市 を

放 棄 す る もの で あ っ た.

コルビュジェの都市構想 は端的に言って,機

械文明のもたらした機能主義,技 術主義を都市

計画に応用 しようとした ものである.す なわち

コルビュジェは,1920年 代 に米国で確立 された

フオー ドシステム,大 量生産システムを都市計

画に適用 しようとしたのである.い うまでもな

くフオー ドシステムは,生 産の効率性 を最優先

し企業の大規模化 と科学 的管理法,オ ー トメイ

ションによる画一的な商品の大量生産,そ して

「構想 と実行の分業」鋤にみ られる トップ ・ダウ

ン方式を採用 した.コ ルビュジェはフオー ドシ

ステムを賛美 し,「 大量生産がすべてを支配す

る.大 量生産な くして,も はや正常 な値段で工

業生産す ることはで きない.… そこで,健 全な

建築的,都 市計画的機能が働 きを示すことがで

きる.」(45}として工業における大量生産システ

ムを都市計画の手法 とした.こ のような効率優

先のコルビュジェの都市思想は,都 市づ くりに

おける官僚的意思決定 と都市の大規模化 を促進

する役割を果たすのである。

コルビュジェはニュー ヨークの摩天楼 を 「機

械文 明時代の都市計画の奇跡である」`6}と評価

し,「 大都市の中心 は最 高の時価 を示 すため,

都心 を収用 し取 り壊 し,60階 もの高層に立て直

す再開発計画は,人 口密度を高め,地 価 を上昇

させ,膨 大な富を開発者 にもたらす」`7)と述べ,

都市 を金儲けと投機の対象にした.

以上のように神戸型都市経営は,二 つの流れ

によって形成されて きた。第一は,コ ルビュジ

ェの機能主義 ・技術主義にもとつ く大都市化思

想であ り,第 二は,満 洲や朝鮮な どの都市計画

に直接携わった原口忠次郎や宗宮義正 らによっ

て展開された 「山を削 り海 を埋立て る」公共デ

ベロ ッパー方式であ る.こ れ らに共通する特徴

は,イ ンフラス トラクチュア整備 による地価上

昇を条件 とした官僚テクノクラー ト主導の都市

づ くりであったとい うことである。

港湾都市神戸の最重要のインフラス トラクチ

ュアは港湾である.神 戸港 を有する神戸市は,

港湾開発を基軸 として都市成長を図ろうとした

ため,都 市官僚テクノクラー トによる港湾開発

など都市 間競争 に優 位に立つ こ とが求 め られ

た.そ のため港湾開発 を迅速かつ効率的に行 う

べ く,公 共デベロッパーによる 「山を削 り海 を

埋め立てる」一石二鳥方式が実行 された。大規

模開発に必要な大量 の資金 を外債 などに求め,

土地買収や売却などは機動的,弾 力的な運営が

可能な外郭団体を活用 したのである.だ が神戸

型都市経営は,環 境破壊や市街地の外延的拡張

にともなうインナーシテイ問題などを激化 させ

―63一



財政学研究 第31号

た。 これ らの問題の根源に,中 央集権的行財政

度と政府の成長型都市政策がある.

しか し神戸型都市経営は,国 の成長政策に誘

導 されて受動的に対応 したというよりも,都 市

間競争 に優位 にたつべ く,1960年 代のコンテナ

技術革新にいち早 く対応 した港湾開発,高 速道

路建設や人工島の建設,そ して大震災後の神戸

市営空港の推進 など,国 の開発政策を取 り込み

先取 りさえしたところに特徴が見出される.

すなわち神戸市テクノクラー トは,船 社,倉

庫業など港湾関連の資本の要請を受け,港 湾開

発の技術や経営能力 を高めるが,逆 に神戸市テ

クノクラー トが,他 都市 との港湾開発競争に優

位 に立つべ く,港 湾開発などを率先 して行うこ

とにより,中 央集権国家の政策を担いつつ先取

りさえして,都 市間競争や資本間競争をより激

化 させ る側面を有 していた.つ まり港湾開発競

争 などを軸 とす る都市間競争の基底に資本間競

争が位置づけ られるが,都 市 間競争 と資本間競

争は都市官僚 テクノクラー トを媒介 として関係

づけ られるのである.

(2)神 戸型都市経営の システム

都市テクノクラー トである宮崎辰雄は,都 市

経営を 「都市全体の空間システム(都 市計画),

経済 システム(財 政),社 会 システム(行 政)

を如何 に最適なシステムに組み合わせ,効 率的

な福祉総量 を拡大 さすか という総合科学」 と定

義 し,「都市経営論は,こ のような三つのシステ

ムの交差 ・循環過程の中で市民福祉 を目標 とし,

戦略的には都市 自治体 を中核に据 えた理論」4')

と把握 した.

ここで注意 しなければならないのは,都 市経

営 は企業経営 と異な り,都 市計画 など空間シス

テムの改造を行 える権限を有 していることであ

る.だ か らこそ 「山を削 り海を埋め立てる」一

石二鳥の都市経営 を行えたのである.自 治体の

権力 を条件にした経営こそ神戸市都市経営の特

徴 であった.神 戸型都市経営では,空 間システ

ム,経 済 システム,社 会 システムの三つのシス

テムを最適 に組み合わせ る主体は都市官僚テク

ノクラー トであ り,官 僚テクノクラー ト主義の

都市経営が展開されることになる.

神戸型都市経営は,つ ぎに検討するように都

市成長を推進すべ く,地 元の経済界などとのネ

ットワークや巨大な官僚的システムを形成する

が,自 治の主体 としての市民や民主主義 とは一

線を画 していた.そ の意味で 「開発主義」自治

体であった.

第一に,神 戸経済界 などとのネッ トワーク ・

システムである.神 戸の産業構造は,い わゆる

重厚長大型 を特徴 としている.そ の中核 を担っ

ているのが神戸製鋼所,造 船 と重機械の川崎重

工業,こ れらの企業 とメイ ン銀行並の関係 にあ

るさくら銀行である.さ くら銀行は,神 戸市や

兵庫県の公金取 り扱い指定金融機関である.神

戸における最大の経済的圧力団体である神戸商

工会議所(会 員約1万4千 入)の 会頭は,神 戸

製鋼所,川 崎重工業,さ くら銀行などの出身で

占められている.つ まり,さ くら銀行を中心 と

して神戸の有力企業 と神戸市が連携するシステ

ムがつ くられ,神 戸型 開発主義の意思決定もこ

のシステムの中で形成 されている.例 えば,神

戸型開発主義 を一躍有名にさせたポー トアイラ

ンドの建設は,巨 額の投 資を必要 とするためマ

ルク債 な ど外債 に依存 しなければならなかっ

た.マ ルク債発行 は,当 時の神戸銀行(現 在 の

さくら銀行)頭 取の石野信一(元 大蔵省事務次

官,神 戸商工会議所会頭)の 援助な くして実現

しなかった.つ まり大蔵省 など中央省庁の人脈

を有する神戸財界 との協力関係こそ都市経営の

条件であった.さ らに地元や大手のゼ ネコン,

マリコンとの関係 も無視で きない.

第二に,神 戸市役所の約1万9千 人もの職員

と住民の総合 システムである.神 戸型開発主義

のシステムは,日 本型企業集団に例えられる.

日本の大企業 は,す べての事業分野 を内部化す

ると組織が肥大化 しコス トも上昇 し,管 理不能

状態に陥る危険1生を有 している.そ のため大企

業の多 くの事業分野を系列 ・下請会社 にや らせ

低賃金労働などの活用で国際競争力を強化 した
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の で あ る.

大企業は,持 ち株比率10～20%と 役員派遣

などの方法で,系 列 ・下請会社を支配 している.

高寄昇三は,神 戸型開発主義の強みを図1の よ

うに松下 グルー プになぞ らえ説明 してい る。

「日本企業 の強 さは資本系列 による企業集団 と

してのグループの協力 ・補完体制によるところ

が大 きい」が,神 戸型開発主義 もグループ体制

をとり「一般会計を太陽の中核 になぞ らえると,

その衛星として特別会計,企 業会計,地 方公社,

財団 ・社団,第3セ クター,補 完協力団体 と連

なっている。そ して各惑星がそれぞれ行政系列

を形成することとなる」`9)と述べる.

神戸市の外郭団体 の固有職員の賃金 ・労働条

件は,大 企業の下請会社 と同 じく市の職員より

低 く,低 コス トによる運営 となっている。さら

に住民団体を市官僚制 に統合することで,福 祉

や教育などの社会コス トを市が負担することを

回避 している.神 戸型都市経営は,都 市官僚テ

クノクラー トを頂点 として住民を最下層に置 く

垂直型の統合 システムを形成 した.こ の ような

巨大な官僚的システムこそ,都 市経営の条件で

あ り結果で もあった。 しか し現在,低 経済成長

と社会の成熟化にともなう市民の個性や 自立欲

図1神 戸市営グループ構成図
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編 『現 代 日本 の企 業 グル ープ』 東洋経 済 新報

社,1987年 、82ペ ー ジ.

出所:高 寄昇 三 『外 郭 団体 の経 営』学 陽書房,1991

年,87ぺ 一 ジ.

求が高 まり,日 本企業の強みであったタテ型経

営システムの行 き詰 まりが明 らか となってい

る.神 戸型都市経営 も,住 民を自治の主体 とし

てではな く,都 市経営の補完 ・協力団体 として

位置づけているところに,環 境変化に適応 しえ

ない限界を有 している.

6.神 戸型 開発 主義

神戸市の普通建設事業費は,表3の ように市

民所得に対する割合が他の大都市平均よりも約

1.7倍 ほど高い.こ れ は,土 木,都 市計画,港

湾などハー ドなインフラのための公共事業が多

いことを意味 し神戸型 開発主義 と規定 され る.

また神戸市 は開発関連の外郭団体の比重が他の

大都市よりも圧倒的に多いが,普 通建設事業費

が外郭団体(第3セ クターな ど)を 含 まないの

で,実 際の建設事業費は普通建設事業費より多

くなる.そ れゆえ神戸市 の実際の建設事業費の

対市内総所得に対する割合は,統 計的デー タ以

上に高 くなる.

開発主義は,そ の裏面 として 「収益」 を生 ま

ない福祉 に対する配慮を欠 きがちとなる.神 戸

型都市経営は 「最小の経費で最大の市民福祉」

を理念に掲げたが,実 際は表4の ように,].970

年,80年,90年 とも市民福祉の都市財政 に占め

る割合は5大 都市中最低である.確 かに神戸市

民の公害反対や福祉要求が高 まった70年 代 は,

70年 の11.6%か ら80年 の18.3%と その比重を増

している.し かし80年 代に入るとその割合は減

表3普 通建設事業費の市民所得に対する割合

(5大 都市比較)単 位 ・%

1970年 11980年 1990年

神 戸 市 4.31 5.58 445

横 浜 市 2.05 3.20 3.60

名古屋市 2.49 3.62 2.68

京 都 市 1.82 3.24 2.24

大 阪 市 3.35 292 3.07

資料:大 都市統計協議会 『大都市比較統計年表』各

年版より作成
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表4市 民福祉(普 通会計の民生費,衛 生費,教 育費,消 防費の合計)の 都市財政(一 般会計,特

別会計,企 業会計の合計)に 占める割合(5大 都市比較)

単位 ・%

1970年 1980年 1990年

神 戸 市 11.6 18.3 !6.0

横 浜 市 14ユ 22.7 18.0

名古屋市 13.1 19!7 17.5

京 都 市 24.4 240 !9.4

大 阪 市 12.2 18.3 1Z3

資料 大都市統計協議会 『大都市比較統計年表』各年版より作成

少している.90年 の神戸市財政に占める市民福

祉の割合 は16%で 他の大都市 との格差は縮小し

ているようにみえる.だ が神戸市は,80年 代 に

他の大都市 を大幅に上回る開発関連の外郭団体

(第3セ クター)を つ くったため,外 郭団体 を

含めた都市財政のなかで市民福祉の割合を考慮

すれば,格 差は縮小 しているとはいえない.

神戸市の福祉水準が低 いことは,た とえば大

震災時の神戸市 における在 宅福祉サービスが,

全国都道府県 ・12政 令指定都市の中で最下位ク

ラスの水準で しかなかったことからも推察で き

る.ホ ームヘルパーやデイサー ビス,シ ョー ト

ステイを合わせた在宅福祉サービスの指標は57

位で下か ら3番 目であった.も し既成市街地で

特別養護老人ホームやデイサービス施設が整備

充実 されていたならば,避 難所などの劣悪 な生

活条件のために死亡 した多数の震災関連死者は

救済 されていたのである50).さ らに都市の安全

の指標 であ る消 防や公 園などの水準 も低かっ

た.今 回の大震災の悲劇は,大 量の住宅の延焼

と焼死者 を出 したことである.被 災地の10市

10町 の焼失棟数7,119の うち,99%の7,046棟 が

神戸市であった51).神 戸市での死者は4,319人,

うち12%に あたる526人 が焼死者であった.な

かで もイ ンナーシテイの長田区で259人,兵 庫

区で106人 もの焼死者を出 している.火 災発生

件数151,焼 失面積は100haに 及ぶ.市 内全体

の死者の うち58%が60歳 以上の高齢者であっ

たことも今回の大震災の特徴である52).多 くの

消防士が現場に駆けつけたが,水 が出なかった

のである.神 戸市の消防水利は水道管に依存 し

ていたため,震 災で水道管が破裂 し使用できな

かった.耐 震 防火水槽は,東 京都など他の大都

市に比べ て装備が圧倒的に少なかった。 さらに

神戸市の木造密集地の火災に対応する消防ポ ン

プ車 の配備 が64台 と,国 の定めた消防力基準

145台 の44%,消 防職員数も1368人 で同基準の

2000人 の68%に 過 ぎなかった53).

長田区な どイ ンナー シテイでの延焼 の原因

は,市 民1人 当た り公園面積が少なかったこと

があげられる.神 戸市の1人 当たりの公園面積

は15平 方メー トルで,大 都市で トップレベルと

いわれていた.だ がそれは,六 甲山の中の森林

公園やニュータウンな どの広い公園をいれた数

値で,住 宅街 の公園(住 区基幹公園)は 全体の

22%に 過 ぎず,1人 当た り3.3平 方 メー トル,

長田区ではL61平 方メー トルしかなかったので

ある54).

確かに福祉や消防充足率 を低い水準に置 くな

らば,そ の分だけ自治体財政は潤い開発のため

の財源が確保 できる.神 戸型都市経営は 「福祉

のための開発」 を掲げなが ら,実 際は 「開発の

ための開発」 とな り,目 標であったはずの市民

の福祉や市民生活の安全を保障する防災体制は

基準以下 となり,大 震災で多 くの2次 災害を出

す要因となったのではあるまいか.か つて神戸

市は,1960年 代後半か ら70年 代にかけ都市問

題に対処すべ く生活環境基準(シ ビル ミニマム)

を掲 げ,下 水道や公園整備,5歳 児全員就園,

亜硫酸ガス発生量20%削 減などを実践 していっ
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た.神 戸市のシビル ミニマムの特徴 は,下 水道

や公園な どのシビル ミニマムをニュータウンな

ど大規模開発 とセッ トとなって整備 されたこと

から明らかなように,公 共デベロッパーなど都

市経営によって実現 しようとしたところ見出せ

る.し たがって神戸市のシビルミニマムは,人

口の高齢化 したインナーシテイにおける公園や

消防などの整備,特 別養護老人ホームなど福祉

対策としては不十分だったのである.

さらに神戸型都市経営の開発主義は,か な ら

ず しも民主主義的であることを意味 しない。神

戸市の官僚テクノクラー ト主導の計画や条例 ・

制度の枠組みの中での 「民主主義」,「住民参加」

は許容 されるが,そ れを乗 り越えて進む住民の

自発的な要求や運動をも認めるものではないか

らである。宮崎辰雄が,市 民の主体的 ・自主的

参加に対 しては消極的であったことは,つ ぎの

ような言説か らもうかがえる。「住民 ・自治体

の聞に権限あ る市民参加が成熟 していないの

は,自 治体側の官僚制 とか制度上の不備だけで

な く,住 民運動側に抵抗型 ・要求型のタイプが

これまでに多 く,参 加 ・協力型の住民運動が低

調であったか らだといえる.… 住民運動のアキ

レス腱は,自 治体側か らみれば責任なき市政参

加であった」5Jt/。このような住民参加に対する消

極的行政姿勢は,大 震災後の都市計画や市営神

戸空港を強行 したことにあらわれるのである。

神戸市の公共デベロッパーの起債による収益

主義は,大 規模開発の長期的継続が不可欠の条

件であるため,長 期的安定政権が求められ,大

規模開発 に批判的な市民運動や時間のかかる市

民参加は軽視 される.つ まり,神 戸型都市経営

の官僚主義や市民参加の軽視,そ して福祉の遅

れは,「競争型地方 自治」の経営方式である企業

的デベロッパーに内在 した問題なのであった.

おわ りに

本稿では,日 本の都市や地方およびその住民

が,国 家や資本によって文明化 された成果を獲

得すべ く,利 益欲求にもとづ き互いに競争をお

こなうことを通 じて近代化 を推進 してきたこと

を論 じて きた.な かでも 「競争型地方 自治」の

典型的な都市 として神戸市 をとりあげ,「 開発

主義」「テクノクラー ト主義」 を資本間競争や

官僚制 との関係で問題 としてきた.

そのなかか ら導 き出 された命題は,第 一 に

「開発主義」「テクノクラー ト主義」 と競争 との

関係で ある.い ままでの 「開発主義」論 は,

「開発主義」 を産業化 を急 ぐあま り市民や労働

者の政治的自由や議会制民主主義を制約する開

発独裁的な政治 システムをともないがちである

と把握 した。さらにテクノクラー ト論では,現

代テクノクラー トが 「資本活動に一見否定的な

立場 をとりなが らも,― 方では近代社会 と民主

主義政治に対抗することによって,他 方では労

働運動 との階級的連携を拒むことによっで,そ

の実は資本活動の近代化 ・高度化 ・独 占化 を推

進した」56}のであった。

しかし 「開発主義」や 「テクノクラー ト主義」

が,自 由や民主主義に対 して消極的ない し否定

的体質を有するのは,本 稿の神戸型都市経営で

検証 した ように,官 僚テクノクラー トが資本間

の競争 を 「合理的」にかつ 「効率的」におこな

えるような枠組みをつ くり,競 争を助長 し促進

する役割をになうか らである。なぜなら(テ ク

ノクラー トは,資 本活動 の近代化 を推 し進めて

も,自 ら自由や民主主義 を実現する主体 でない

からである。)資 本そのもの も,自 由や平等の形

式的枠組みのもとで運動 を行うが,自 由や平等

を実質的にきりくずす役割 を果たすか らである.

この議論を現在に敷術するならば,情 報技術

などの発展 と経済のグローバ ル化 における国際

的競争の激化 において,以 前 にもまして高度の

専門性を有するテクノクラー ト化がすすむなか

では,国 際的,国 内的,地 域的な人権や民主主

義の運動 と公共政策が展 開されない限り,競 争

圧力の中で自由や民主主義は軽視 されるのでは

ないかということである57).こ れは,い いかえ

れば新 自由主義体制 にお ける官僚制の問題でも

あるが,詳 細 な検討は次の課題 としたい.

第二は,神 戸型都市経営 で検証 した ように,
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この経営 における競争型地方自治は,戦 後の高

度成長期 において中央政府の開発メニューと補

助金に依存 した開発主義 というよりも,国 から

相対的に自立性 を有 しなが ら国に先導 して開発

主義 を実行 していった ところに特徴 が見 出せ

る.す なわち神戸型都市経営は,テ クノクラー

トによって地方 自治体を 「効率的 ・競争的」 に

経営するがゆえに,住 民参加や福祉,環 境問題

を軽視す る構造を内包 していたのである.そ れ

ゆえ神戸型都市経営は,あ る意味で第3期 の新

自由主義体制化の 「競争型地方自治」の要素 を

有 している.

第三は,都 市研究についての新たな問題提起

である,宮 本憲一は,都 市の政治経済学の体系

を(1)都 市経済(2)都 市問題(3)都 市政

策の3局 面で把握 し,都 市化に ともなう都市経

済 と都市問題 を集積利益 と不利益,社 会的共同

消費の不足 として認識 した.「 企業は,交 通手

段などの社会的一般生産手段や,共 同住宅,上

下水道,公 園な どの共同社会的条件を利用する

ことで 「集積利益」 を享受するが,環 境破壊や

交通マヒな ど集積不利益 を負担せず,社 会的損

失 として 自治体や市民に転嫁する。」58)それゆえ

「自治体の都市政策は,市 民の最低生活水準を

確保 し都市問題を解決す るだけでなく,都 市経

済を全体 として管理する産業政策や財政政策 を

実施 しなければならない」59)とされる―す なわ

ち宮本 は,集 積利益 ・不利益や社会的共同消費

不足の前提 にイ ンフラス トラクチュア(共 同社

会的条件)の 不足の問題があることを指摘 した.

本稿では,そ うした問題提起 をうけて,イ ン

フラス トラクチュアが誰 によって何のためにい

かなる歴 史的経過をた どって整備 されてきたの

かを問題 としてきた.つ まり近代的都市のイン

フラス トラクチュア(都 市計画や上下水道,港

湾,鉄 道 など)を 整備す る技術やノーハ ウは,

外国(植 民地を含む)と の 「交流」によって培

われ,「 交流」 を媒介 しインフラス トラクチュ

アを整備 した主体が都市テクノクラー トであっ

た.つ まり都市経済や都市問題は,都 市官僚制

を欠いては解明されないのではないか.以 上の

ように国家間や都市間における 「文明」や 「文

化」の 「交流」 と,テ クノクラー ト主義 という

観点によってインフラス トラクチュアを分析す

ることは,都 市経済や都市問題の正確な把握 と,

都市問題を解決する主体のあ り方に有力な材料

を提起す るのではないだろうか.
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術 官 僚一 その 権力 と病理 一 』 岩波 書店,2002年,

91-92ペ ー ジ)

「大規 模事 業 プロ ジ ェク トの際 の民 間へ の委託

は,行 政 の効 率 性 や民 間資 源 の効果 的 な活用 の た

め だ と説 明 されて い る.だ が,実 の とこ ろは,高

度の 土木 ・建 築技 術 を要 す る事 業の 基本 設計 や実

施設 計 をお こ な う能 力 が,技 官 集 団 に欠 けてい る

ことを意 味す る.

あ る意 味で技 官 集 団 は,大 規模 事業 計画 となれ ば

な るほ ど,コ ーデ ィ ネー ター としての役 割 を担 っ

て い るにす ぎない.し か し,こ の コー デ ィネー タ

ー は法 的権 限 と権力 を もつ .く わ えて公 共投 資額

がGDPの6%に もいた る状 況 下で は,外 部集 団 に

とって最 大 の施 主 であ る.こ うして事業 計画 作成

段 階 か ら培 われ た技 術 コ ミュニテ ィは,事 業 実施

段 階 と もなれ ば癒着 とい って よい官 業 関係 を形づ

くる こと にな る.」(新 藤宗 幸 「技術 官僚一 その権

力 と病理一 』岩波書店,2002年,115-116ペ ー ジ)

「技官集 団や ゼ ネ コン,設 計会 社,コ ンサ ル タン ト

会社 は,工 事 実 施基 本計 画 や基 本設 計,実 施 設計

段 階 に おい て密 着 して い るが ゆ えに,技 官集 団 の

天下 りは当然 とな る.企 業側 か らみ れ ば情報 と入
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「競争型地 方 自治」 と都市テ クノク ラー ト

脈 の 『宝 庫 』で ある.(新 藤 宗幸 『技術 官僚 その

権力 と病理一 』岩 波書店,2002年,118ペ ージ)
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関係があ る.
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亀一 郎や,内 務 省技 術官 僚 の 原 口忠 次郎 まで は港
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